
 

閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 
 

開催日時：平成２８年６月２１日（火）１０：０４～１０：１４ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣） 

岩 城 光 英 国務大臣（法務大臣） 

岸 田 文 雄 国務大臣（外務大臣） 

馳     浩 国務大臣（文部科学大臣） 

塩 崎 恭 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

森 山    国務大臣（農林水産大臣） 

林   幹 雄 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

中 谷   元 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

髙 木   毅 国務大臣（復興大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

島 尻 安伊子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 原 伸 晃 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 破   茂 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

遠 藤 利 明 国務大臣 

陪 席 者：萩生田 光 一 内閣官房副長官 

世 耕 弘 成 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      １件 

○政令        ４件 

     ○人事        ５件 

○配布        ２件 

     いずれも，案件表のとおり，決定等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，萩生田副長官から御説明申し上げます。 

○萩生田内閣官房副長官：一般案件について，申し上げます。信・解任状に認証を仰

ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件は，「マダガスカル国」及び「ブ

ルンジ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべき信任状及び解任状でありま

す。 

 次に，政令４件について，御決定をお願いいたします。まず，「平成２８年熊本地

震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関

する政令の一部を改正する政令」は，同地震による災害に対する特例措置に民事調

停法による調停の申立て手数料を免除することを追加するものであります。 

 次に，「確定拠出年金法等の一部改正法の一部の施行に伴う関係政令の整備等政

令」は，確定給付企業年金の継続困難な実施事業所を減少させる場合の要件を定め

る等，関係政令の規定の整備を行うものであります。 

 次に，「港湾法の一部改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期日を本年７月１

日と定めるものであり，「港湾法施行令の一部を改正する政令」は，無利子貸付制度

の対象となる旅客施設の用途を定めるもの等であります。 

 次に，人事案件について，申し上げます。まず，特命全権大使白石和子を願いに

依り免ずることについて，御決定をお願いいたします。 

 次に，衆議院議員衛藤征士郎に，拡張パナマ運河開通式典に参列する特派大使を

命ずることについて，御決定をお願いいたします。 

 次に，フリーアナウンサー相原佳世を国家公務員倫理審査会委員に任命すること

について，御決定をお願いいたします。 

 次に，外務省人事といたしまして，フランス国駐箚大使木寺昌人に兼ねてアンド

ラ国モナコ国駐箚を，ニュージーランド国等駐箚大使髙田稔久に兼ねてニウエ国駐

箚をそれぞれ命ずることを承認することについて，御決定をお願いいたします。 

 次に，廣橋説雄外２９５名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

 次に，配布資料といたしまして，「通商白書」があります。本件につきましては，

後程，経済産業大臣から御発言があります。 

○菅国務大臣：次に，経済産業大臣から２件御発言がございます。 

○林国務大臣：まず，「平成２８年版通商白書」について申し上げます。この度，「平

成２８年版通商白書」を取りまとめました。 

本白書では，「世界経済の現状と課題」，「デジタル革命などの世界の新たなフロン

ティアに挑戦する際の我が国の課題」及び「これらの課題解決に向けた通商政策の

方向性」について示しています。 

本白書を踏まえ，関係府省と連携し，我が国の経済成長に最大限結びつけること

を目標に対外経済政策を総合的に推進して参ります。 

次に，独立行政法人の長の人事について申し上げます。独立行政法人中小企業基

盤整備機構理事長高田坦史は，６月３０日付けで任期満了となりますが，７月１日
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付けで再任いたしたいので，御了解願います。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

加藤大臣から御発言がございます。 

○加藤国務大臣：男女共同参画週間について御説明申し上げます。 

６月２３日から２９日まで，「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカ

ク。」をキャッチフレーズに男女共同参画週間を実施し，全国で広報啓発活動を集中

的に展開します。また，週間中の６月２７日には，東京国際フォーラムにおいて，

「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」を開催するとともに，同日夕方か

らは，総理大臣官邸において男女共同参画社会づくりの功労者に対する総理表彰等

を行います。 

閣僚各位におかれましては，男女共同参画社会の実現に向けて，女性の活躍推進

を始め，関係施策を一層積極的に推進していただきますようお願い申し上げます。 

○菅国務大臣：他に御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 平成 28年 

                 ６月 21日 

 

◎一般案件 

   ☆マダガスカル国駐箚特命全権大使小笠原一郎外１  
名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使細谷  
龍平外１名の解任状につき認証を仰ぐことについ  
て（決定）             （外務省）  

 

◎政  令 

○平成２８年熊本地震による災害についての特定非  
常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関  
する政令の一部を改正する政令（決定）  

（内閣府本府・法務・財務省）  
〃  ○確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の  

施行に伴う関係政令の整備等に関する政令  
（決定）                      （厚生労働省）  

〃  ○港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める  
政令（決定）          （国土交通省）  

〃  ○港湾法施行令の一部を改正する政令（決定）  
（国土交通・財務省）  

 
      ◎人  事 

     ○特命全権大使白石和子を願に依り免ずることにつ 

いて（決定） 

〃  ○衆議院議員衛藤征士郎に拡張パナマ運河開通式典 

に参列する特派大使を命ずることについて 

（決定） 

〃  ○相原佳世（青山佳世）を国家公務員倫理審査会委 

員に任命することについて（決定） 

〃  ○各府省幹部職員の任免につき，内閣の承認を得る 

ことについて（決定） 

〃  ☆元厚生労働技官廣橋説雄外２９５名の叙位又は叙 

勲について（決定） 

（ 火 ）閣 議 案 件 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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◎配  布 

☆平成２８年版通商白書      （経済産業省） 

☆月例経済報告          （内閣府本府） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 
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